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北九州市選挙管理委員会告示第６号 
公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動及び政治団体等の政治活動

に関する規程の一部を改正する告示を次のように定める。 

令和６年１０月１５日 

北九州市選挙管理委員会 

委員長 新 上 健 一 

公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動及び政治団体等

の政治活動に関する規程の一部を改正する告示 

公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動及び政治団体等の政治活動

に関する規程（昭和３８年北九州市選挙管理委員会告示第１４号）の一部を次

のように改正する。 
別記第４号様式を次のように改める。 
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第４号様式（第４条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
備考 

１ 地色及び文字の色は、選挙の都度、委員会が定める。 
２ 拡声機用表示は、自動車及び船舶用表示とは、別個に調製するものと

する。 
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別記第６号様式中「○月○日」を削る。 
別記第８号様式を次のように改める。 
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第８号様式（第１１条関係） 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
備考 地色及び文字の色は、選挙の都度、委員会が定める。 
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別記第９号様式中「○月○日」を削り、同様式の備考を次のように改める。 
備考 地色及び文字の色は、選挙の都度、委員会が定める。 
別記第１０号様式中「○月○日」を削り、同様式の備考を次のように改める

。 
備考 地色及び文字の色は、選挙の都度、委員会が定める。 
別記第１４号様式を次のように改める。 
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第１４号様式（第２０条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
備考 地色及び文字の色は、選挙の都度、委員会が定める。 
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 別記第１６号様式の２中「○月○日執行」を「執行」に改める。 
付 則 

 この告示は、令和６年１０月１５日から施行する。 
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